
- 25 - 

は、メタンの発生は２～３割削減され、収量の減少は０～４％程度でした。こ
の結果は、マニュアルとしてとりまとめて公開しています（図４）。 
現在は、農研機構とのプロジェクト研究で、全国的に実施されている中干し
の延長について検討しています。 

 
５ 今後の土壌環境研究の方向性 
（1） 指定混合肥料での堆肥活用による化学肥料の減肥 
上記２で記載した混合堆肥複合肥料では、堆肥の配合割合に制限がありま
した。しかし、令和２（2020）年に指定混合肥料が新たに創設され、堆肥の
配合割合に制限がなくなったため、堆肥を主原料として足りない成分を化学
肥料で添加することが可能になりました。 
そこで、この指定混合肥料を開発するため、畜産酪農研究センターと協力
し、令和５（2023）～９（2027）年度で試験を実施しています。堆肥と化学
肥料の配合後にペレット化することを目指し、肥料の製造試験や肥効確認試
験を実施しています。 
 
（2） 汚泥肥料活用による化学肥料の減肥 
化学肥料の使用量を低減するため、未利用有機物である汚泥肥料を有効利用する技術開発を、令和

6（2024）～８（2026）年度に試験しています。汚泥肥料を施肥する際の問題点は、汚泥肥料から無
機化する窒素の割合が分かっていないことであり、県内で生産されている汚泥肥料を対象として、埋
設試験や栽培試験で明らかにしています。 

 
（3） 水稲での土壌可給態窒素による窒素施肥量診断 
水稲は地力窒素からの吸収量が多く、地力に応じ

た窒素施肥量を最適化する必要があるため、水田土
壌の可給態窒素に基づいた窒素施肥量を診断する技
術を開発しています。これまでに窒素施肥量診断法
については、現地ほ場等でのデータから検証できた
ため、簡易マニュアルを作成し、ホームページで公
開しています（図５）。 
現在は、可給態窒素の簡易測定法を確立するため、
継続して試験を行っています。 
 
（4） カーボンニュートラルの実現 ～バイオ炭の施用～ 
農業分野でのカーボンニュートラル実現に向けて、積極的な土壌
への炭素の貯留が有効であることから、バイオ炭施用の試験を行っ
ています。 
もみ殻くん炭の製造方法では、煙の発生が少ない装置を特定しま
した。また、バイオ炭は、炭素貯留効果だけでなく、土づくり効果
もあるため、水稲、ビール大麦及び果樹で施用試験を実施していま
す。今後、現地ほ場での実証試験を積み重ねることで、バイオ炭施
用の県内各地域での普及につなげていきます。 

（土壌環境研究室） 

写真２ 指定混合肥料の  
  ペレット化 

 写真３ もみ殻くん炭 

図５ 土壌可給態窒素の窒素施肥量診断指標 

図４ メタン発生抑制マニュアル 
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○ 病害虫発生予察とは、農作物の病気や害虫の防除を適切に行うために、病害虫の発生状況を調査し、
気象条件や農作物の生育状況などを総合的に考慮して今後の発生を予測するものです。 

○ これまで、主要農作物を対象に病害虫の発生予測を行い、「発生予察情報」の迅速な提供に取り組ん
できました。 

 
１ 病害虫発生予察を取り巻く最近の動き 
令和４（2022）年に植物防疫法が改正され、有害動植物の侵入やまん延リスクの高まりにより、発生
の予防を含めた防除の普及等を図っていくことが急務となっています。これに伴い、本県で病害虫発生
予察の対象としている指定有害動植物は、従来の 79種から 103種に増加しました。 
さらに、本県では令和６（2024）年４月に「栃木県病害虫総合防除計画」を策
定し、総合防除の普及促進に取り組んでいます。本計画では、発生予察情報に基
づき、防除の要否や時期を適切に判断することとしています。防除を実施する際
には、「発生予察情報」を活用した適期・適切な対応が重要となります。なお、
「発生予察情報」は、当センターのホームページに随時掲載しています（図１）。 

 
２ 過去 10年間の多発生、新発生など特異的な病害虫発生への対応 
農業総合研究センターが発表する「発生予察情報」には、以下の４種類があります。 
・「病害虫発生予察予報」（以下、「予報」という。）は毎月定期的に発表します。 
・「病害虫発生予察注意報」（以下、「注意報」という。）及び「病害虫発生予察警報」は病害虫の
多発が予測される場合に発表します。 

・「病害虫発生予察特殊報」（以下、「特殊報」という。）は、県内で初めて確認した病害虫につい
て発表します。 

 
(1) 予報の発表状況 
水稲、麦類、大豆、いちご、トマト、きゅうり、なし、ぶどう、きく等の作物に発生する病害虫に
ついて、毎月その発生量を予測し、防除対策を取りまとめて発表しています。 

 
(2) 注意報の発表状況 
過去 10年間で注意報を９件発表しました（表１）。作物や病害虫の種類別では、イネ縞葉枯病が

4件と最も多く、次いで果樹のカメムシ類が
3件、トマト灰色かび病と麦類赤かび病が
それぞれ１件でした。 
水稲の縞葉枯病は、害虫であるヒメトビ
ウンカが媒介するウイルス病で、葉の枯死
や穂の生育異常を引き起こし、発生が多い
場合には大幅な減収につながります。特に
「コシヒカリ」などの抵抗性のない品種で
の発生が問題となっています。 

[ 環境技術指導部 防除課 ] 

病害虫発生予察情報の提供 

図１ 農業総合研究
センターHP 

年度 年度 発表年月日 作物名 病害虫名

平成26年度 第１号 H26.5.29 水稲 縞葉枯病

平成26年度 第２号 H26.6.6 果樹類 果樹カメムシ類

平成27年度 第１号 H27.6.3 水稲 縞葉枯病

平成27年度 第２号 H28.1.28 トマト 灰色かび病

平成28年度 第１号 H28.6.1 水稲 縞葉枯病

平成29年度 第１号 H29.5.31 水稲 縞葉枯病

令和２年度 第１号 R2.6.18 果樹類 果樹カメムシ類

令和６年度 第１号 R6.5.13 果樹類 果樹カメムシ類

令和６年度 第２号 R6.5.16 小麦、六条大麦、二条大麦 赤かび病

表１ 過去 10年間に発表した注意報 
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果樹のカメムシ類は、なし、りんご、もも等の果実を加
害し、収量や品質の低下を招きます。近年の暖冬傾向がこ
れら害虫の発生増加に影響している可能性があります。 

 
 
 
 

(3) 特殊報の発表状況 
過去 10年間で特殊報を 21件発表しまし
た（表２）。作物別に見ると、いちご、ト
マト及びねぎがそれぞれ２件と多く、その
他にもうめ等の果樹類、にら等の野菜類、
トルコギキョウ等の花き類など、多くの品
目に及んでいます。 
病害に関する情報は 7件で、そのうち菌
類による病害が４件、ウイルス性病害が３
件でした。一方、害虫に関する情報は 15件
（うちダニ類が２件）でした。 
これらの病害虫の中には、平成 29（2017）
年に発生を確認したクビアカツヤカミキリ
のように、各地で発生が拡大し、被害が問
題になっているものもあります。また、令
和 6（2024）年には、トマトキバガが確認
されており、トマトやなす等のナス科作物
への被害が懸念されるため、今後の発生拡
大に注意が必要です。 

 
 
 
３ 本県独自の情報の発表 
本県では、予報、注意報、警報、特殊報に加え、特産品であるいちごの病害虫防除に関する「いちご
病害虫情報」を平成 22（2010）年度から毎月発表しています。また、防除の参考となる情報を随時提
供する「植物防疫ニュース」を年間 10回～15回程度発表しています。 

 
４ 今後の取組 
近年、イネカメムシのように発生が増加している病害虫や、いちごをはじめとする県産農産物の安定
生産を確保するため、病害虫の発生状況や発生予察情報を提供し、適切な防除による被害軽減に取り組
んでいきます。さらに、地球温暖化や気候変動に伴う病害虫の発生増加や、新たに発生した病害虫に的
確に対応するため、これらに関する発生予察情報を迅速に提供していきます。併せて、サツマイモ基腐
病のような本県では未発生ながら侵入が懸念される病害虫についても、引き続き警戒を強化していき
ます。 

（環境技術指導部 防除課） 

年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和５年度

令和６年度

にら（フシダニ科の一種）

－（フェロモントラップへの誘殺）（トマトキバガ）

作物名（病害虫名）

いちご（ミカンコナカイガラムシ）

なし（ニホンナシハモグリダニ（仮称））、メボウキ

（バジル）（べと病）

りんどう（リンドウえそ斑紋病（INSV））、もも・すも

も（クビアカツヤカミキリ）、ゆり（IYSV）、えごま

（モンオビヒメヨトウ）

ぶどう（ブドウミタマバエ）、トマト（ミツユビナミハ

ダニ）、いちご（オウトウショウジョウバエ類）、トル

コギキョウ（斑点病）

キウイフルーツ（キクビスカシバ）、ネギ（ネギハモグ

リバエ別系統）

飼料用とうもろこし（ツマジロクサヨトウ）、なす（ト

ビイロシワアリ）、うめ・もも（ヨコバイ科の一種）、

大豆（ミナミアオカメムシ）

トマト（葉かび病レース 2.9、4.9、2.5.9、4.5.9）、

ピーマンえそ輪点病・トマト茎えそ病（仮称）

（CSNV）、ねぎ（葉枯病（黄色斑紋症状））

飼料用とうもろこし（ツマジロクサヨトウ）

写真２ クビアカツヤカミキリの成虫（左）と被害樹の株元に排出された
フラス（幼虫の糞と木くず）（右）（平成 29年度特殊報第２号） 

写真１ チャバネアオカメムシ成虫（左）とトラップでの誘殺状況（右）
（令和６年度注意報第１号） 

表２ 過去 10年間に発表した特殊報 


